
魚津市告示第 179号  

 

魚津市公衆浴場衛生設備改善事業補助金交付要綱の一部改正に  

ついて  

魚津市公衆浴場衛生設備改善事業補助金交付要綱（平成 18年魚津市告示第

79号）の一部を次のように改正する。  

 

令和３年６月 11日  

 

魚津市長   村椿   晃    

 

 

 

第６条第２号中「別表第 15項」を「別表第 16項」に改める。  

第７条第１号及び第２号を次のように改める。  

（１）公衆浴場衛生設備改善事業計画書  

（２）公衆浴場衛生設備改善品目別見積書  

第 10条中「公衆浴場衛生設備改善事業実績報告書」を「魚津市公衆浴場衛

生設備改善事業補助金実績報告書」に改め、同条第１号及び第２号を次のよ

うに改める。  

（１）公衆浴場衛生設備改善事業成績書  

（２）公衆浴場衛生設備改善事業支払精算書  

別表第２項中「 250000」を「 250,000」に改め、同表備考に次のように加

える。  

３  既に交付を受けている事業と同一の事業の再交付は、前回の交付給付

日より「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則と

して給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能と

なり設備の使用が困難となった場合で、市長が必要と認めるときはこの

限りでない。  

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。  



様式第１号（第７条関係）  

  年   月   日  

 

魚津市長      あて  

 

 

       住所  魚津市       

           （法人の場合は所在地）  

 

              氏名                

 

               （法人の場合は名称、代表者名）  

 

 

  年度魚津市公衆浴場衛生設備改善事業補助金交付申請書  

 

 

  年度において、魚津市公衆浴場衛生設備改善事業を実施したいの

で、魚津市公衆浴場衛生設備改善事業補助金  金        円を交付さ

れるよう魚津市公衆浴場衛生設備改善事業補助金交付要綱第７条の規定によ

り、次の関係書類を添えて申請します。  

 

 

関係書類  

１  公衆浴場衛生設備改善事業計画書  

２  公衆浴場衛生設備改善品目別見積書  

３  納税証明書  



公衆浴場衛生設備改善事業計画書  

 

１  公  衆  浴  場  名                

 

２  事業計画  

事業（設備）の   

名称  

工事着手予定  

年月日  

工事完了予定  

年月日  
備考  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

３  予算書  

補助対象事業名  予算額  
県補助交付額 

(予定額) 

市補助  

申請額  
自己負担額  

  

円  

 

円  

 

円  

 

円  

  

円  

 

円  

 

円  

 

円  

  

円  

 

円  

 

円  

 

円  

  

円  

 

円  

 

円  

 

円  

  

円  

 

円  

 

円  

 

円  

 

計  

 

円  

 

円  

 

円  

 

円  

 



様式第２号（第 10条関係）  

  年   月   日  

 

 

魚津市長          あて  

 

          住所  魚津市  

              （法人の場合は所在地）  

 

氏名               

 

                  （法人の場合は名称、代表者名）  

 

 

  年度魚津市公衆浴場衛生設備改善事業補助金実績報告書  

 

 

  年   月   日付け魚津市指令   第    号で交付決定した魚

津市公衆浴場衛生設備改善事業補助金について、魚津市公衆浴場衛生設備改

善事業補助金交付要綱第 10条の規定により、その実績を次の関係書類を添え

て報告します。  

 

 

関係書類  

１  公衆浴場衛生設備改善事業成績書  

２  公衆浴場衛生設備改善事業支払精算書  

３  公衆浴場衛生設備改善事業完了を証する写真等  



附  則  

（施行期日）  

１  この告示は、公表の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この告示の施行の際、この告示による改正前の様式（以下「旧様式」と

いう。）により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によ

るものとみなす。  

３  この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の

間所要の調整をして使用することができる。  

 

 


